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戦略的情報通信研究開発推進制度
（SCOPE Strategic Information and Communications R&D Promotion Programme)

 情報通信技術（ＩＣＴ）分野の研究開発を対象とする競争的資金制度です。

 ＩＣＴ分野のイノベーションを生み出すことを目指し、国として今後取り組むべき現
時点の課題を分類及び整理した「研究開発戦略マップ」において設定した目標を
実現するために、独創性・新規性に富む研究開発を推進する。

世界をリードする
知的資産の創出

研究者のレベルアップ

競争的な研究開発環境の醸成

研究開発力の向上

シーズの創出

「研究開発戦略マップ 」に沿った独創性・新規性に富む研究開発
を推進する競争的資金制度

※競争的資金

研究資金の配分機関が広く研究開発課題を募り、専門家を含む複数の者に
よる科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて、提案された課題の中
から実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金。



研究開発戦略マップ
総務省情報通信審議会中間答申（平成２３年７月）
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「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方＜平成２３年諮問第１７号
中間答申＞」（平成２３年７月２５日情報通信審議会）において、国（政府）として今
後取り組むべき現時点の課題を「研究開発戦略マップ」として分類及び整理したこ
とに伴い、ＳＣＯＰＥにおいても「研究開発戦略マップ」に基づく研究開発課題（４分
類１２開発分野）に対し、重点的かつ効率的な支援を実施
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SCOPEのH２４年度公募プログラム

I. ＩＣＴイノベーション創出型研究開発（全国公募・評価）
独創性や新規性に富む基礎的・萌芽的な課題の研究開発を推進
研究期間：最長３か年度
研究費：単年度上限2,000万円（間接経費30％別途配分）

II. 若手ＩＣＴ研究者等育成型研究開発（全国公募・評価）
若手人材を育成することや中小企業の斬新な技術を発掘するために、若手
研究者又は中小企業の研究者が提案する研究開発を推進
研究期間：＜ﾌｪｰｽﾞⅠ＞１か年度、＜ﾌｪｰｽﾞⅡ＞最長２か年度
研究費：＜ﾌｪｰｽﾞⅠ＞上限300万円、＜ﾌｪｰｽﾞⅡ＞単年度上限1,000万円
（ﾌｪｰｽﾞⅠ・Ⅱ：間接経費30％別途配分）

III. 地域ＩＣＴ振興型研究開発（地域単位公募・評価）
地域貢献や地域社会の活性化を図るため、大学、地方自治体、企業等が提
案する研究開発を推進
研究期間：最長２か年度
研究費：単年度上限１,000万円（間接経費30％別途配分）



ＳＣＯＰＥの課題件数と予算額
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１４

年度

１５

年度

１６

年度

１７

年度

１８

年度

１９

年度

２０

年度

２１

年度

２２

年度

２３

年度

２４

年度

応募

件数
３５２ ３４８ ３７５ ４０５ ３４１ ２７３ ３００ ２９４ ２４９ ２５２ ２１４

採択

件数
４５ ４６ ４７ ４３ ４３ ５０ ５４ ５４ ５２ ５１ ６８

継続

件数
１８ ５７ ９６ １０６ １０４ ９７ １０２ ８５ ７９ ６９ ８３

実施

件数
６３ １０３ １４３ １４９ １４７ １４７ １５６ １３９ １３１ １２０ １５１

予 算
額

（億円）

15.0 23.9 30.8 31.8 32.1 29.5 25.7 21.8 17.9 16.5 23.4

※継続件数には旧制度からの継続課題を含む。平成２４年度以降は、旧ＩＣＴグリーンイノベーション推進事業（ＰＲＥＤＩＣＴ）分を含む。
＜参考＞平成24年度応募：ICTイノベーション創出型１０９件（３件）、若手ICT研究者等育成型３５件（２件）、地域ICT振興型７０件（８件）

平成24年度採択：ICTイノベーション創出型 ２７件（０件）、若手ICT研究者等育成型１５件（０件）、地域ICT振興型２６件（３件）
（）内は四国分
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委託業務について
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 ＳＣＯＰＥは「委託費」です。

 各機関と委託契約を毎年度締結（単年度契約）

して実施します。

総務省

委託 助成（補助）

事業の主体 総務省 事業者

事業の実施者 受託者 事業者

取得資産の帰属 総務省 事業者

事業成果の帰属 受託者※ 事業者

支払対象額 仕様達成に向けて
要した経費実績

対象経費実績額
×補助率

（参考）委託と助成の比較

※産業技術力強化法第１９条（日本版バイ・ドール条項）による。

委託契約
研究開発
実施機関A

研究開発
実施機関B

研究課題

研究テーマ１、３

研究テーマ２
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公募から採択までの流れ

①
公
募

②
提
案

⑤研究開発
を委託

総務省

③課題の評価を依頼

④評価結果を報告

民間企業 大学等
国や地方自治体等の

研究機関

研究者（研究機関）

・プログラムディレクター（PD）
・プログラムオフィサー（PO）

評価委員会
（２段階評価）
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研究実施における手続きの流れ
（公募～初年度終了）

公 募 評価・審査 採択

研究実施

契約
（実施計画書
＋予算計画書）

実績報告
(研究実績
＋経理実績）

額の確定

委託額の
受領

委託額の
支払

総務省（配分機関）

研究機関

研究課題
の提案

12月下旬～翌２月 ２月～５月

12月下旬～翌２月 ６月中旬～翌３月

３月末まで６月中旬

４月中旬 ４月下旬

４月下旬

５月末
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研究実施における手続きの流れ
（次年度以降）

評価・審査
継続
決定

研究実施

実績報告
(研究実績
＋経理実績）

額の確定

委託額の
受領

委託額の
支払

総務省（配分機関）

研究機関

継続申請
の提案

契約
（実施計画書
＋予算計画書）

１月下旬～２月上旬

２月中旬 ３月下旬

４月１日

４月～翌３月

３月末まで

４月中旬 ４月下旬

４月下旬
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研究開発の全体スケジュール

採
択
決
定
・
通
知

契約
手続

研
究
開
始

継続
評価

経理
検査

初年度
H24年4月 H26年4月H25年4月 H27年4月

２年度目 最終年度

継
続
通
知

継
続
通
知

終了報告
書作成

成
果
発
表
会

追跡調査
追跡評価

契約
手続

契約
手続

経理
検査

経理
検査

継続
評価

終了
評価

SCOPEの地域ＩＣＴ振興型は、最大２年度
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知的財産権の受託者への帰属

 研究開発の期間中に得られた成果は、産業技術力強化法
第19条（いわゆる日本版バイドール条項）の扱いに準じ、
受託者に帰属することが可能。

 知的財産権確認書（様式１２）を提出・・・契約締結時

 必要な条件： 以下の全てを遵守すること
① 研究成果が得られた場合には、遅滞なく、国に報告すること。

② 公共の利益のために国が理由を明らかにして求める場合には、
無償で当該特許権等を利用する権利を国に許諾すること。

③ 正当な理由がなく、当該特許権等を相当期間活用していない場
合、国が当該特許権等の活用を促進するために、当該特許権等
を利用する権利を第三者に許諾すること。

④ 第三者に当該知的財産権の移転等をするときは、合併又は分割
により移転する場合等を除き、あらかじめ国の承認を受けること。
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SCOPE関係の公式サイト・連絡先

■ ＳＣＯＰＥ関係の公式サイト
・制度の概要

・応募方法（提案要領、提案書作成要領）

・評価の手引（評価項目、評価の観点）

・契約書ひな型、経理処理解説（計上できる経費、経費計上の留意点）

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/scope/index.html

■ 四国総合通信局の公式サイト（SCOPE公募等の報道発表）

http://www.soumu.go.jp/soutsu/shikoku/

■ 問合せ先
・四国総合通信局 情報通信部 電気通信事業課

電話 ０８９－９３６－５０４１

E-mail shikoku-seisaku@soumu.go.jp


